
網走市建設工事共同企業体運用基準 

 

第１ 一般的基準 

  工事の発注にあたっては、単体企業への発注が原則であることを遵守し特定建設工事共同企業体

（以下「特定企業体」という。）及び経常建設共同企業体（以下「経常企業体」という。）を活用

する場合は、網走市建設工事業務委託請負業者資格審査及び指名基準に関する要綱（以下「要綱」

という。）に定めるもののほか次の運用内容を基準とする。 

第２ 特定企業体の運用基準 

 （１）活用の対象工事 

特定企業体の対象工事は、大規模又は技術的難度が高い工事を施工するに際し、技術力を結集す

ることにより、安定した施工を確保する必要がある場合の工事とする。 

 （２）結成方法 

競争入札の参加要件として定めたことを契機とした構成員となる企業の自由な意思に基づく自主

結成とする。 

 （３）特定企業体と単体企業との混合指名の取扱い 

特定企業体による入札は、技術力を結集することにより、安定した施工を確保する必要がある工

事なため、単体企業との混合入札は認めない。 

 （４）特定企業体の構成員数とその構成 

特定企業体の構成員は原則として同一業種又は異なる業種の資格者による「２ないし３社」の組

合せとする。ただし、特に大規模であり技術的難度が高い工事である場合は、この限りではない。 

 （５）構成員の資格要件 

構成員は少なくとも次の要件を満たすものとする。 

ア 共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営

業年数が４年以上であることを要件とする。 

イ 当該工事を構成する工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種工

事を施工した経験があること。 

ウ 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に

専任で各構成員が配置できること。 

 （６）出資割合 

    すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の１０分の６以上である者とする。 

第３ 経常企業体の運用基準 

（１）経常企業体の活用の対象工事 

指名競争入札に付する工事において活用する。ただし、効果的な共同施工の確保を図るため、Ａ

等級以上の適正な規模の工事を対象とし、原則として土木工事については設計金額100,000千円、

建築工事について設計金額150,000千円以上の工事に照らして選定する。 

（２）結成回数及びその方法 

  同一構成員による結成回数は、原則として資格の種類毎に１回とし、自主結成による。 

（３）経常企業体と単体企業との混合指名及び競争入札における参加要件の取扱い 

経常企業体は単体企業に準じて取扱い、経常企業体と単体企業の混合による入札を行うことがで

きるものとする。 

（４）経常企業体の構成員数とその構成 

円滑かつ適正な運営を確保するなどの観点から、経常企業体の構成員数は「２ないし３社」で、

構成は原則として同級に格付されている者同士の組合せとする。 

（５）構成員の資格要件 

構成員は少なくとも次の要件を満たすものとする。 

ア 共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから

営業年数が４年以上であることを要件とする。 

イ 工事１件の請負代金が、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第２７条第１項に定

める金額にあっては、すべての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主

任技術者（地域における分布状況からみて、国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で

配置することが過重な負担を課すると認められる場合にあっては、国家資格を有しない主任技



術者。以下同じ。）を工事現場に専任で配置できること。 

ただし、工事１件の請負金額が同項に定める金額の３倍未満であり、他の構成員のいずれか

が監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、

残りの構成員は兼任で配置できるものとする。 

（６）出資割合 

   すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の１０分の６以上であるものとする。 

第４ 資格審査 

 （１）資格審査 

共同企業体の資格審査は、市長が申請書を受理し、要綱に定める資格審査会において適格事項

を審査し、資格審査会の結果に基づき市長は申請者にその旨を通知するものとする。 

 （２）資格審査の提出書類 

共同企業体の資格審査申請に際しての提出書類は、次のとおりとする。 

ア 競争入札参加資格審査申請書 

イ 共同企業体協定書 

 （３）特定企業体の存続期間 

請負契約を締結した特定企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払いが完了したときま

でとする。 

 （４）経常企業体の存続期間 

経常企業体は、網走市指名競争入札参加者名簿に登録された年度内とする。ただし、請負契約

の締結された経常企業体については、当該契約の請負代金の支払が完了したときまでとする。 

 （５）経常企業体の解散 

   経常企業体の有効期間内にその企業体が解散した場合は、市長に解散届を提出させるものとす

る。 

（６）共同企業体との契約 

   ア 共同企業体による請負契約書の相手方は連名とする。 

   イ 請負契約書には、共同企業体協定書（写し）のほか、経常企業体にあっては付属協定書を、

特定企業体（乙型）にあっては共同企業体協定書第８条に基づく協定書をそれぞれ添付する

ものとする。 

   ウ 契約締結後、共同企業体編成表を提出させるものとする。 

（７）様式 

    共同企業体に係る様式は別記によるものとする。 

第５ 雑則 

（１）この運用基準の実施に関し必要な事項は、資格審査会が定めるものとする。 

（２）この運用基準により難い特別な事由があるときは、その都度市長の承認を得て別段の定めをす

ることができる。 

附 則 

この基準は、平成１３年４月２３日から適用する。 

附 則 

この基準は、平成１８年１月６日から適用する。 

附 則 

この基準は、令和４年７月１日から適用する。 

 


